
石垣市建設工事等に係る最低制限価格設定基準要綱(平成20年石垣市告示第147号)の新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別紙 1(第 3条関係) 

(最低制限算定価格の計算) 

第 1 （略） 

(1) 建設工事の場合（略） 

(2) 委託業務の場合（略） 

 

【別記 1 参照】 

 

別紙 1(第 3条関係) 

(最低制限算定価格の計算) 

第 1 （略） 

(1) 建設工事の場合（略） 

(2) 委託業務の場合（略） 

 

【別記 1 参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別記1】  

 

現行                                  改正後（案）     

業務区分 ① ② ③ ④  業務区分 ① ② ③ ④ 

測量業務 直接測量費の

額 

測量調査費の

額 

諸経費の額に1

0分の5を乗じ

て得た額 

－  測量業務 直接測量費の

額 

測量調査費の

額 

諸経費の額に1

0分の5を乗じ

て得た額 

－ 

建築関係の建設コン

サルタント業務(建築

設計及び監理業務) 

直接人件費の

額 

特別経費の額 技術料等経費

の額に10分の6

を乗じて得た

額 

諸経費の額に1

0分の6を乗じ

て得た額 

 建築関係の建設コン

サルタント業務(建築

設計及び監理業務) 

直接人件費の

額 

特別経費の額 技術料等経費

の額に10分の6

を乗じて得た

額 

諸経費の額に1

0分の7.5を乗

じて得た額 

土木関係の建設コン

サルタント業務 

直接人件費の

額 

直接経費の額 その他原価の

額に10分の9を

乗じて得た額 

一般管理費等

の額に10分の5

を乗じて得た

額 

 土木関係の建設コン

サルタント業務 

直接人件費の

額 

直接経費の額 その他原価の

額に10分の9を

乗じて得た額 

一般管理費等

の額に10分の5

を乗じて得た

額 

地質調査業務(磁気探

査業務含む) 

直接調査費の

額 

間接調査費の

額に10分の9を

乗じて得た額 

解析等調査業

務費の額に10

分の8を乗じて

得た額 

諸経費の額に1

0分の5を乗じ

て得た額 

 地質調査業務(磁気探

査業務含む) 

直接調査費の

額 

間接調査費の

額に10分の9を

乗じて得た額 

解析等調査業

務費の額に10

分の8を乗じて

得た額 

諸経費の額に1

0分の8を乗じ

て得た額 



補償関係コンサルタ

ント業務 

直接人件費の

額 

直接経費の額 その他原価の

額に10分の9を

乗じて得た額 

一般管理費等

の額に10分の5

を乗じて得た

額 

 補償関係コンサルタ

ント業務 

直接人件費の

額 

直接経費の額 その他原価の

額に10分の9を

乗じて得た額 

一般管理費等

の額に10分の5

を乗じて得た

額 

現場技術業務 直接人件費の

額 

直接経費の額 その他原価の

額に10分の9を

乗じて得た額 

一般管理費の

額に10分の5を

乗じて得た額 

 現場技術業務 直接人件費の

額 

直接経費の額 その他原価の

額に10分の9を

乗じて得た額 

一般管理費の

額に10分の5を

乗じて得た額 

 


